
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

債務負担第 14 号 

見附市学校給食センター 

廃棄物処理業務委託 仕様書 
                  (債務負担行為) 

令和８年３月 

見附市 



 

見附市学校給食センター廃棄物処理業務委託仕様書 

 

 

１ 目的 

  本業務は、見附市学校給食センターから排出される廃棄物を昭和四十五年法律第

百三十七号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に収集、運搬、処

分することを目的とする。 

  ※本業務の対象となる廃棄物の種類については、以下のとおり 

   事業系一般廃棄物 

    ①可燃ごみ：調理くず、残菜、事務所ごみ等 

    ②資源ごみ：缶、びん、ペットボトル 

 

 

２ 業務名 

  見附市学校給食センター廃棄物処理業務委託 

 

３ 業務対象施設 

   見附市学校給食センター（所在地：見附市下鳥町向１３３） 

 

４ 履行期間 

   令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで（３年間） 

 

５ 業務内容 

（１）可燃ごみ（調理くず・残菜等）は給食実施日（年間予定日数２００日程

度）の当日の午後３時３０分から４時３０分までの間に収集すること。 

（２）給食実施日でない日でも給食センターが指定する日（年間予定日数１０日

程度）について収集すること。 

  （３）資源ごみは、月１回、(業者指定日)午後３時以降に収集、処分を行うこと。 

  （４）廃プラスチック類、ガラスくず及び金属くずは、原則として月１回、(業者

指定日)午後３時以降に収集すること。 

  （５）廃棄物の排出量の計算については、委託業者側で行うものとする。 

  （６）廃棄物の種類ごとの排出予定量は、別表のとおり。 

   ただし、排出予定量は令和３年度の実績をもとに推計したものであり、実際の

排出量と異なる可能性がある。なお、その場合においても委託料の増減は行わ

ないこととする。 

 



 

 

（別表）廃棄物の種類ごとの排出予定量（見附市学校給食センター） 

廃棄物 廃棄物品 

 

排出予定量  

１回あたり 

収集    

予定回数 

年間排出  

予定量 

一般  

廃棄物 

可燃ごみ(調理くず・残

菜・事務所ごみ等) 

 

300ｋｇ 

 

210 回 

 

63,000kg 

資源ごみ      

(空き缶) 

 

20kg 

 

11 回 

 

220kg 

 

６ 受託者の資格等 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第７条第１項の

規定による一般廃棄物収集運搬業者であること。 

 

７ 委託料の支払 

（１）委託料の支払は、月毎に行うものとする。 

（２）委託者は請求書が適正であると認めた場合、請求のあった日から３０日以内

に委託料を支払うものとする。 

 

８ その他 

  この仕様書に定めない事項に関しては、委託者・受託者協議の上決定する。 


